
1 
 

◆改善事例  声優養成学校に対する申入れ       

 
事業者名；株式会社Ｉ ＡＭ 
事業内容：声優養成学校 
申入対象：中途解約不能条項、授業料不返還条項 
対象条文：消契法９条１号、１０条 
申入開始日：２０２０（令和２）年６月１６日 
申入終了日：２０２０（令和２）年８月１８日 
 
 Ｃネット東海の主な申入れ内容 回答（結果） 

１ 第３条（３） 

 ２年間のカリキュラム途中の解約はできませ

ん。 

◆申入れ内容 

削除してください。 
◆申入れ理由 

いかなる理由があっても解約を認めないとする

のは、法律上消費者に認められた契約の取消、無

効、解除ないし解約について、一切の主張ができ

ないかのように読め、消費者の権利を制限するも

のであるため、消費者契約法第１０条に反する。 
また、受講者と事業者との契約は、「基礎学習・

見学学習・体験学習などの指導方法により学習指

導を行う」とされていることから、準委任契約で

あり、各当事者がいつでも解除できるにもかかわ

らず（民法６５６条、６５１条）、中途解約を認め

ないのは、消費者の権利を制限するものであり、

消費者契約法第１０条に反する。 

削除された。 
 

２ 第３条（５）お支払い頂きました初期費用・授業

料はいかなる理由でも返金出来かねます。 
入学手続完了後は、授業の受講有無に関わらず初

期費用の支払義務が生じます。 
◆申入れ内容 
 削除してください。 
◆申入れ理由 
 前段について、解除の事由、時期等の区分によ

っては、事業者に生ずべき平均的損害の額を超え

ている場合もありうるのだから、事業者に生じる

平均的な損害を超える違約金等を定める消費者契

約法第９条１号に反する。 

削除された。 
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 後段について、受講の有無、時期によっては、

事業者に損害が生じていない可能性があり、事業

者に生じる平均的な損害を超える違約金等を定め

る消費者契約法第９条１号に反する。 
 


